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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人間の体腔の内部に対する診断および治療の目的で用いられる遠隔操作内視鏡カプセル
であって、
　複数の移動用モジュールを表面に配置した本体であって、前記移動用モジュールは当該
本体を前記体腔内で移動させるのに適したものであるような本体と、
　前記本体内にある駆動源と、
　前記本体内に配設され、操作者により遠隔操作で送信された命令に基づいて前記移動用
モジュールを駆動するマイクロコントローラと、
　前記マイクロコントローラにより制御された、画像を撮像するためのビデオカメラと、
　操作者により遠隔操作で送信された命令を受け、前記ビデオカメラにより撮像された画
像を送信するトランシーバー・システムと、
　を備え、
　各々の前記移動用モジュールは、前記体腔の壁に接触するのに適し、移動力を伝達して
壁との接触箇所を移動させることにより移動運動を生み出すような脚と、前記マイクロコ
ントローラの制御により前記脚の動作を駆動するためのアクチュエータ手段と、を有し、
　前記脚は少なくとも２自由度を有し、
　前記脚は、前記壁に対する接触のための付着力が大きく、前記脚の実質的に円形な端部
に沿って一列に設けられ、前記本体の後端部に向かって向きを変えている複数の微小フッ
クを有し、前記微小フックは、前記脚の縁部に沿ってさらに設けられていることを特徴と
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する遠隔操作内視鏡カプセル。
【請求項２】
　前記本体は、長手方向に間隔が空けられた前端部および後端部を有し、前記脚は、前記
アクチュエータ手段の制御により前記本体の長手方向で駆動するような１自由度を少なく
とも有することを特徴とする請求項１記載の内視鏡カプセル。
【請求項３】
　前記脚は、前記脚が接触する細胞組織の変形に当該脚を適合させるのに適した、少なく
とも１つの受動的な自由度を有することを特徴とする請求項２記載の内視鏡カプセル。
【請求項４】
　前記脚は、２つの部分からなる実質的に棒状の構成要素であり、端部同士は柔軟性が大
きな膝部で接続されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の内視
鏡カプセル。
【請求項５】
　前記脚は、その延びる方向において柔軟性が大きな複数の部分を有する実質的に棒状の
構成要素であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の内視鏡カプセル
。
【請求項６】
　柔軟性が大きな前記膝部は材料除去により形成されることを特徴とする請求項４記載の
内視鏡カプセル。
【請求項７】
　柔軟性が大きな前記膝部は、両方向における角移動を制限するためのストローク端停止
部を有することを特徴とする請求項４記載の内視鏡カプセル。
【請求項８】
　前記脚は、形状記憶合金（ＳＭＡ）から形成されていることを特徴とする請求項１乃至
７のいずれか一項に記載の内視鏡カプセル。
【請求項９】
　前記アクチュエータ手段は、前記脚に接続された、形状記憶合金（ＳＭＡ）からなる一
対のワイヤを有し、これらのワイヤは、前記本体の長手方向に直交する軸を中心として当
該脚を角移動させるよう互いに反対に駆動するようになっており、前記ワイヤには前記マ
イクロコントローラの制御により電流が選択的に供給されるようになっていることを特徴
とする請求項１記載の内視鏡カプセル。
【請求項１０】
　各移動用モジュールは、前記本体上で長手方向に収容された支持部を有し、前記支持部
の一端において前記本体の長手方向に直交する軸を有するプーリが設けられており、前記
脚は前記プーリからその半径方向に延び、前記一対の形状記憶合金（ＳＭＡ）ワイヤは前
記プーリの外周面における当該プーリの中心に関して反対側部分において当該プーリに接
続されるとともにこれらのワイヤは前記支持部の反対端に設けられた電気接点に接続され
ていることを特徴とする請求項９のいずれか一項に記載の内視鏡カプセル。
【請求項１１】
　前記移動用モジュールは、対応する脚が前記本体の前端部側および後端部側のいずれか
一方に存在するよう、前記本体上で並んで配設されていることを特徴とする請求項１乃至
１０のいずれか一項に記載の内視鏡カプセル。
【請求項１２】
　前記移動用モジュールは少なくとも６つであることを特徴とする請求項１乃至１１のい
ずれか一項に記載の内視鏡カプセル。
【請求項１３】
　前記アクチュエータ手段は、前記脚が前記本体に沿った長手方向に置かれるような静止
位置と、前記脚が半径方向に最大限拡張するような位置との間における前記脚の角移動を
制御するのに適したものであることを特徴とする請求項１記載の内視鏡カプセル。
【請求項１４】
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　前記アクチュエータ手段は、前記脚が前記本体に沿った長手方向に置かれるような静止
位置と、前記脚が半径方向に最大限拡張するような位置との間における前記脚の角移動を
制御するのに適したものであり、
　前記静止位置において、前記脚は前記支持部に収容されることを特徴とする請求項１０
記載の内視鏡カプセル。
【請求項１５】
　前記脚が半径方向に最大限拡張するような位置は、前記静止位置に対して１２０°の角
度の位置にあることを特徴とする請求項１３記載の内視鏡カプセル。
【請求項１６】
　前記本体上に、飲み込みの際に前記脚を包むための生物分解性コーティングが設けられ
ていることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか一項に記載の内視鏡カプセル。
【請求項１７】
　人間の体腔の内部に対する診断および治療の内視鏡検査のためのシステムであって、請
求項１乃至１６のいずれか一項に記載の内視鏡カプセルと、前記カプセルに前記体腔内の
移動のための命令を送信するとともに受信を行い、取得されたデータを処理するような外
部制御インターフェースと、を備えたことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して内視鏡的に使用される装置の分野に関するものであり、とりわけ、そ
の移動運動の能動的な制御により体内の様々な領域、特に胃腸管において自動的に移動す
ることができる遠隔操作内視鏡カプセルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡により調査および治療を自動的に行うことができ体内への侵入行為が最小
であるような装置について、関心が相当に増大している。無線でデータ送信を行うような
自動的な撮像システムは、小さな錠剤と一体となっており、最近では米国の臨床評価にお
いて承認を受けている。このシステムは、ＣＭＯＳ撮像装置、送信器、照明のための発光
ダイオード（ＬＥＤｓ）および腕時計等に用いられるバッテリーのような電源を有してい
る。例えば、ＵＳ５６０４５３１を参照されたい。この装置の主な制約は、移動運動の能
動的な制御がないことに関連している。カプセルは通常の蠕動運動により前進し、その工
程中は停止することができない。例えばＷＯ０２／６８０３５に記載される内視鏡装置の
ような、いわゆる移動運動の「シャクトリムシ」モデルに基づく半自動式とするような解
決法が知られている。これらのシステムは、移動運動の要素についての制限された制御の
可能性を有しているが、その速度を変化させることはできない。また、これらのものには
、体腔の壁に沿って身体に対してスライドしてしまい、損傷した領域あるいは病気となっ
ている領域から離間しながら移動することはできないという問題点がある。
【０００３】
　（例えば磁場のような）力の場によって外部から操作されるような内視鏡装置もまた知
られている。この装置においては、力の場を発生させるために患者は適切な装置を身につ
けなければならない。例えば、日本の会社である「ＲＦ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｌａｂ」により
提供される、「Ｎｏｒｉｋａ　３」として知られる装置について述べる。この装置の使用
は、患者により使用される他の生物医学装置と干渉する可能性があるので、都合が悪くリ
スクが高い。さらに、この種の外部操作が行われるような内視鏡装置は、電磁場への長期
にわたる照射による副作用のリスクを伴う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、体腔内で自発的移動および電力供給を行うことができ、その移動を外部から
制御することができるので医療、診断および治療の処置について性能を確保でき、とりわ
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け横断した体腔内の対象領域の画像を送信するような、内視鏡的に使用される装置を提供
することを目的とする。
【０００５】
　本発明の他の目的は、上述のようなタイプの内視鏡的に使用される装置であって、飲み
込みが可能であり、移動運動の環境、具体的には外部から送信される命令内容と同じよう
に必須の停止、回転、加速および減速を行うことができる環境に適合するような寸法を有
する装置を提供することにある。
【０００６】
　本発明の更なる目的は、上述のようなタイプの内視鏡的に使用される装置であって、い
くつかの自由度を有する脚が設けられ、この脚は半径方向に延び、当該脚によって、接触
により細胞組織に損傷を与えることなく、様々な形状の身体領域に対して移動運動および
適合を行わせることができる装置を提供することにある。
【０００７】
　本発明の更なる目的は、人間の体腔内における内視鏡的なシステムであって、移動運動
手段が設けられた遠隔操作内視鏡カプセルの移動運動の制御を操作者に対して行わせる、
患者により飲み込まれ、遠隔操作内視鏡カプセルにより得られた画像やデータを受信する
ようなシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　これらの目的は、本発明による内視鏡カプセルであって、その基本的な特徴が請求項１
に記載されるようなものにより得られる。更なる重要な特徴は、従属クレームにより得ら
れる。
【０００９】
　本発明によれば、人間の体腔の内部に対する診断および治療の目的で用いられる遠隔操
作内視鏡カプセルであって、複数の移動用モジュールが表面に配置された本体であって、
これらの移動用モジュールが体腔内で当該本体を移動させるのに適したものであるような
本体と、前記本体内にあり、操作者により遠隔操作で送信された命令に基づいて移動用モ
ジュールを駆動する駆動源およびマイクロコントローラと、マイクロコントローラにより
制御された、画像を撮像するためのビデオカメラと、操作者により遠隔操作で送信された
命令を受け、ビデオカメラにより撮像された画像を送信するトランシーバー・システムと
、を備えた遠隔操作内視鏡カプセルが提供される。
【００１０】
　本発明のとりわけ好ましい実施の形態においては、カプセルには、本体から半径方向に
延び少なくとも２自由度を有するような脚が設けられている。一方の自由度は、とりわけ
カプセルの本体に沿って設けられており、静止位置から、半径方向に延びるような位置へ
の移動を行わせるような能動的なものである。他方の自由度は、中間位置のまわりで脚を
曲げ、カプセルの移動の間に脚が接触するような細胞における変形に対してこれらの脚を
適合させるような受動的なものである。
【００１１】
　脚の移動を操作するために、各脚について２つずつ互いに反対側となるよう設けられた
形状記憶合金（ＳＭＡ）のワイヤが動作を行うような構成のアクチュエータ手段が設けら
れていることが好ましい。
【００１２】
　本発明のとりわけ好ましい実施の形態において、カプセルには把持手段を有する脚が取
り付けられており、この把持手段は、とりわけ自由端に設けられた微小フックを有し、滑
りやすく変形可能な細胞組織に対する摩擦を増大させている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明による内視鏡カプセルの更なる特徴および利点は、添付図面を参照して得られる
非制限的な例により示されるような、一の実施形態に関する以下の記載によってより明ら
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かになるであろう。
【００１４】
　図１および図２に示すように、本発明による内視鏡カプセルは、好ましくは生物適合性
のあるプラスチック材料から製造された、実質的に円筒形の本体１から形成されている。
この本体１は、長手方向に間隔が空けられた前端部および後端部を有しており、後述する
ような、画像を撮像するビデオカメラ（図示せず）、電力供給源および制御電子機器を収
容するための内部チャンバー２を画定している。本体１の両端部において閉止キャップ３
が取り付けられており、前端部に配置されたキャップ３は、ビデオカメラの光学系システ
ムのための、薬の投与のための、ならびに生検または手術器具の通過のための開口を有し
ている。
【００１５】
　本体１の側表面に沿って、軸方向溝４が等間隔で形成されている（本発明の実施の形態
では６つである）。この軸方向溝は、脚６およびアクチュエータ・ユニット７を有するよ
うな各々の移動用モジュール（総称的に参照符号「５」で示される）を収容するのに適し
ている。
【００１６】
　より具体的には、図３に示すように、各移動用モジュール５は細長い支持部８を有して
おり、この支持部８のサイズは対応する溝４に収容することができるようなものとなって
いる。支持部８に沿ってチャンネル９が軸方向に形成されている。チャンネル９の一端に
おいて、ピン１０が横方向に配置されており、プーリ１１がピン１０上に架けられている
。脚６はプーリ１１からその半径方向に延びている。チャンネル９の他端において伝動ロ
ーラ１２が配設されており、このローラ１２は支持部８と一体となった横方向ピン１３を
中心として自在に回転するようになっている。一方、追加の伝動ローラ１４がシート９上
のプーリ１１の近傍に設けられており、同様に、支持部８に取り付けられた横方向ピン１
５を中心として回転するようになっている。
【００１７】
　本発明の実施の形態において、プーリ１１はアルミニウムから形成されており、ピン１
２、１４は例えばガラスのような非導電性材料から形成されている。
【００１８】
　移動用モジュール５は、各脚６が択一的に一端および他端にあるよう、本体１に配置さ
れている。このことにより、本発明の実施の形態において、３つの脚が一端にあるととも
に３つの脚が他端にありこれらの脚は１２０°の角度で間隔が空けられて配置されており
６０°の角度でねじれているようなカプセルが設けられることが明らかとなろう。
【００１９】
　図４に示すように、各脚６は、２つの部分６ａ、６ｂからなる棒状の構成要素から形成
されており、これらの２つの部分６ａ、６ｂは柔軟性が大きな膝部６ｃによって接続され
ている。部分６ａは、その自由端においてプーリ１１の特定箇所１７にスナップ接続する
ジョイント１６を有しており、その中間部分において保持用肩部１７ａを有している。部
分６ｂは、実質的に円形の端部１８および複数の微小フック１９を有しており、当該部分
６ｂから半径方向に延びる同方向に向きを変えている。
【００２０】
　本発明における現在の好ましい実施の形態において、脚６は、室温で超弾性状態となる
ような形状記憶合金（ＳＭＡ）から形成されている。このことにより、金属の比較的高い
弾性を有効利用することができ、通常の金属よりも十分に大きな最大８％の変形を行うこ
とができるようになるとともに、機械的強度および生体適合性を良好なものとすることが
できるようになる。このようにして、この金属合金の小さなプレートから電気腐蝕法によ
り脚６を形成することが可能となる。
【００２１】
　脚６は２自由度を有している。このうちの一の自由度は、長手方向における脚の移動の
ためにプーリ１１の周りで駆動するものであり、受動的な他の自由度は、脚が接触する細
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胞組織の変形に当該脚を適合させるために膝部６ｃの周りで駆動するものである。
【００２２】
　アクチュエータ・ユニット７は、脚６が支持部８のシート９内に長手方向で延びた状態
とされるような静止位置と、前記静止位置に対して１２０°だけ間隔が空けられて半径方
向に最大限拡張するような位置と、の間の範囲で制御可能な脚６の角移動を行わせるよう
になっている。アクチュエータ・ユニット７は、とりわけ図２および図４に示すように、
例えば各脚６について、ＳＭＡ製のワイヤ２０、２１により形成されている。これらのワ
イヤ２０、２１の一端はプーリ１１に反対側部分で取り付けられており、一方、他端は、
支持部８の一端に設けられた接触板２２に設けられた接点（図示せず）を介して電力供給
源に接続されている。ワイヤ２０、２１は、取り付け用合わせくぎ２３により接触板２２
に連結されている。ワイヤ２０、２１は、伝動ローラ１２、１４において、金属の収縮を
最大限とするための２つの伝動部を有している。図２において、断面で示される２つの移
動用モジュール５の各々において、図面の明瞭化のために、ＳＭＡ製の２つのワイヤ２０
、２１のうち１つのみしか図示されていないことに留意されたい。
【００２３】
　２つのワイヤ２０、２１は反対に動作する。プーリの回転、そしてこれによる脚６の回
転は、２つのワイヤのうちの一方が択一的に駆動することにより生じる。電流が一のワイ
ヤを通過し、遷移温度となるようワイヤを熱することにより、動作が得られる。この遷移
温度は、選択されたＳＭＡの種類により変化する。遷移温度に達すると、ワイヤは突然収
縮し、プーリを回転させ、一方、冷たいワイヤは熱いワイヤの動作により変形させられる
。
【００２４】
　脚６は、膝部６ｃにおいて、２つの対向する付属物２５を有している。これらの付属物
２５は、脚６の延びる方向における当該脚６の回転角度を小さくするよう制限している。
一方、脚６の反対側に、追加的な一対の付属物２６を設けてもよい。これらの付属物２６
は、部分６ａに対する部分６ｂの大きな相対回転の後で、一方が他方に接触するようにな
っている。このことにより、一対の付属物２６は、脚６の曲げの程度を制限してダメージ
の発生を抑止するようになっている。
【００２５】
　図５に示すような実施の形態において、脚６は棒状の構成要素から形成されており、こ
の棒状の構成要素に沿って複数の柔軟性のあるジョイント６ｃが設けられており、経路に
沿って接触するような様々な状態に対する順応性を向上させるようになっている。また、
本実施の形態による脚６は、複数の微小フック１９を有している。この微小フック１９は
、脚６の自由端１８の縁部に沿ってのみならず、脚６の縁部全体に沿って設けられており
、自由端のみならず脚部全体に沿って、方向性のある摩擦を生じさせるようになっている
。
【００２６】
　本発明による内視鏡カプセルは、例えば胃腸管（ＧＩ）のような体腔内で、外部の操作
者により遠隔操作された命令によって、移動、回転および停止を行うことができる。カプ
セルは、同期された方法で、体腔の境界を画定する壁に対して自由端が力を作用させてい
るような脚６を駆動することにより前進する。このような力を作用させる動作は、脚がそ
の膝部６ｃを変形させることによって規制され、このことにより細胞組織にダメージを与
える危険性を減少させる。脚６の自由端に設けられた微小フック１９は、脚の端部と細胞
組織との間の摩擦を増加させる。さもなければ、滑りやすく変形しやすい細胞組織の性質
により摩擦は非常に小さくなってしまう。微小フックは、前方への移動に対して後方に曲
がっている。すなわち、本体１の後部に向かって曲がっている。接触箇所においてカプセ
ルの推進に必要とされる別の摩擦係数を得るためである。
【００２７】
　図６は、本発明による内視鏡カプセルの移動を制御するシステムにおける全体的なメカ
トロニクス設計を示す。基本的に、このシステムは、符号Ｃで示すようなカプセルシステ
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ム、および「外部コントローラ」ブロックで特定される外部の制御システムから構成され
ている。この外部の制御システムは、無線信号によりこのブロックを通ってカプセルに命
令を送信するような、操作者にとってのインターフェースを形成する。操作者は、前進移
動、停止、回転、後退のような命令を選択し、一旦カプセルに送られたこれらの命令は、
内部のマイクロコントローラにより低レベルの操作に変換され、必要な命令を生み出すの
に必要な作動シーケンスを駆動させる。
【００２８】
　脚６の駆動のために、マイクロコントローラ（μＰ）が設けられている。このマイクロ
コントローラ（μＰ）はカプセルの本体１の中に収容されており、パルス幅変調方式（Ｐ
ＷＭ）によりパルスの列を生成するようになっている。図７に示すように、マイクロコン
トローラは駆動信号を脚６のアクチュエータの駆動器に送り、この脚６の開口角が適切な
センサにより観察される。このセンサは、閉サイクルに対して実行されるべき制御をも行
わせるようになっている。マイクロコントローラは視覚システムからの信号をも処理し、
また、２つの方向データ送信システムが設けられている（トランシーバのブロック）。
【００２９】
　データ送信システムは、ＲＦ（無線周波数）の送信装置に基づいており、商業システム
を使用する。使用される送信装置の帯域は、ＶＨＦ（超短波）またはＵＨＦ（極超短波）
の分野における操作となっていてもよく、例えば４３３ＭＨｚの周波数を用いてもよい。
使用することができる商業的な構成材について、Ｍｉｃｒｏｃｈｉｐ、Ｃｙｐｒｅｓｓ　
Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ、Ｃｈｉｐｃｏｎ　ＡＳ社のＳｍａｒｔＲＦおよび他のものを挙
げることができる。
【００３０】
　カプセルシステムは、外部コントローラから命令を受けるまで、スタンバイ状態で維持
されたままとなる。信号を一旦受けると、実行されるべき命令の種類が特定される。実行
されるべき命令は、移動およびセンサのモニタの両方に関するものである。実際に、カプ
セルの状態についての情報が必要とされる場合には、マイクロコントローラが送信システ
ムを介して様々なセンサの状態について送信を行い、このことにより個々の脚の位置の復
元が行われ、例えばどの脚が開いたり閉じたりしているのかについての情報が得られる。
移動の命令の代わりに、マイクロコントローラがどの種類の移動を行うかを決めなければ
ならないときには、すなわち前進、後退、左回転または右回転のうちどの移動を行うかを
決めなければならないときには、一本の脚のみまたは下位群の脚を移動させる（このこと
は、全ての脚を移動させる必要はなく、エネルギー節約の観点から代わりにいくつかの脚
で十分である場合における移動の際において生じる）。一旦、行われるべき動作が決定さ
れると、マイクロコントローラは３．３Ｖから５Ｖまでの間の大きさの電圧パルスを、ア
クチュエータの動作を行う駆動器に送信する。一旦動作が行われると、マイクロコントロ
ーラは、行われるべき動作がもはやなくスタンバイ状態に戻ることをチェックする。
【００３１】
　図８に示すように、駆動器は、電池のＶｉｎを少なくとも８倍の大きさに増大させるの
に必要とされる逓増ＤＣ－ＤＣコンバータから構成されている（この目的のために使用す
ることができる商業的な構成材は、ＭＡＸＩＭ社のＭＡＸ６６８－６６９等である）。逓
増によるＶｏｕｔは、コンデンサに蓄えられる。アクチュエータは、数ミリ秒（ミリ秒と
は１０００分の１秒のことをいう）間だけ同じアクチュエータにおけるコンデンサを放電
することにより活性化される。コンデンサの放電動作は、図８に示されるスイッチが閉じ
ることによりマイクロコントローラによって行われる。
【００３２】
　内視鏡カプセルの動作および機能の外部コントローラにおいて、本発明の現在の実施の
形態では、マン・マシンのインターフェースがＶｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃで開発されてお
り、脚の移動に必要な全ての指示を遠隔操作で送ることができるようになっている。一方
、探査の指示がカプセル上のマイクロコントローラに予めプログラミングされている。当
然のことながら、他の同等の公知の種類のインターフェースを代替品として用いることも
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できる。
【００３３】
　本発明における実際の実施の形態において、約１５ｍｍの長さの脚を有する、約１７ｍ
ｍの直径、約３０ｍｍの長さのカプセルが製造される。ＳＭＡ製の典型的なワイヤが、７
５ミクロンの直径の脚を駆動させるのに用いられる。おおよそ８メートルと推測されるよ
うな胃腸管全体の検査のためのカプセルの消耗は、２Ｗｈ／ｃｃのオーダーでエネルギー
が貯蔵されるような最新の世代の電池に適合する。
【００３４】
　本発明による内視鏡カプセルは、公知の内視鏡カプセルと比較して、以下の事項を含む
様々な利点を有している。
　－複数の医療スタッフにより特定される診断上のニーズに基づく前進、後退および回転
を行うことができる能力。
　－脚に取り付けられた微小フックまたは単なる半径方向外方に曲がる複数の脚により、
停止、および蠕動の前進力の調整を行うことができる能力。
　－様々な胃腸の領域に対する寸法の順応性。
　－損傷や病原体の位置を避けることができる可能性がないよう細胞組織上をスライドす
るシャクトリムシの移動のような半自動の内視鏡や従来の内視鏡と比較した、より大きな
安全性。脚のある内視鏡カプセルにより、改善された軌跡の制御が可能となり、カプセル
は病原体の領域に接触することなくこの病原体の領域を通過することができる。実際に、
送信された視覚情報をガイドとして活用することにより、脚の位置を正確に制御すること
ができる。
　－ステップの長さ、頻度、軌跡および正確性に関するより良い移動の制御性、および手
術しなければならない環境についての身体構造上および生体力学的な特徴に対する改善さ
れた順応性。
　－脚を駆動するマイクロアクチュエータにおける移動を増幅させるシステムとして脚が
動作できるような、より大きな移動の速度。このことにより、全体的により大きな速度が
得られる。
　－力の場を生み出すためのシステムを患者が装着する必要がないような、使用の際のよ
り大きな利便性、およびこのシステムに関連する危険性を減少させることができること。
【００３５】
　本発明による内視鏡カプセルに対して、より有利には、生体適合性のある生物分解性の
層によりコーティングすることができる。この層は口の中における脚の外方への突発的な
曲げを防止し、飲み込み処理を容易にすることができるようになる。カプセルが胃に届く
と、コーティングが破棄され、脚を動かすことができるようになる。例えば全長の平均が
２ｃｍである小腸のような、小さな容積の領域における調査において、カプセルは脚を半
折りにした状態で前進することができ、一方、例えば直径が約５ｃｍである大腸のような
、より大きな寸法の領域では、カプセルは脚をほぼ完全に伸ばした状態で前進することが
できる。
【００３６】
　カプセルが備えることができる脚の数は、到達すべき速度および移動の単一のステップ
の複雑さによって決まる。
【００３７】
　本発明に対する様々な変形および修正は、本記載に基づいて明らかとなろう。これらの
変化および追加は、従属クレームに記載されているように、本発明の範囲および精神の範
囲内で理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明による内視鏡カプセルの斜視図である。
【図２】図１の内視鏡カプセルの軸方向における拡大断面図である。
【図３】図１の内視鏡カプセルの移動用モジュールの斜視図である。
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【図４】図３に示す移動用モジュールに備えられる脚の側面斜視図である。
【図５】図４の脚の変形例である。
【図６】カプセルの移動のためのメカトロニクス設計のブロック図である。
【図７】カプセルに設けられた制御システムのブロック図である。
【図８】脚の作動のシステムを示すブロック図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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